
四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、生産性向上や低コスト化、省力化、製品の高付加価値化等

に繋げるための IoT 等の導入に取り組む市内中小企業者に対し、予算の範囲内

でその経費の一部を支援することにより、市内中小企業者の競争力強化・事業

継続を図り、今後の更なる市内産業活性化を促進することを目的とする。  

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

 (1) IoT 等 IoT、AI（人工知能）、ビッグデータをいう。 

 (2) IoT 等活用人材育成事業・副業人材活用事業 IoT 等を導入し、活用する

ための人材を自社内に育成する事業、又は外部の副業人材等を活用し、社内

のデジタル人材育成等を行う事業をいう。 

 (3) IoT 等活用計画策定事業 外部の IT 専門家等を活用して、生産性向上や低

コスト化、製品の高付加価値化又は新製品創出等に繋げるための IoT 等の導

入可能性の検討、又は IoT 等を用いた設備投資計画を策定する事業をいう。  

 (4) IoT 等本格導入推進事業 生産性向上や低コスト化、製品の高付加価値化

又は新製品創出等に資するため、具体的な IoT 等を用いた設備投資を行う事

業をいう。 

 (5) 主たる事業所  国内における従業員総数の２分の１以上の従業員が常時

勤務している事業所をいう。 

 (6) 従業員 補助金の交付の対象となる企業に直接雇用されている者（派遣社

員等を除く。）をいう。 

 （補助対象事業者） 

第３条 この補助金の交付の対象となる者は、主たる事業所を市内に有し、１

年以上事業を営む中小企業者（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）

第２条に規定する中小企業者をいう。）のうち、製造業を営むものとする。  

 （補助対象事業） 

第４条 この補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に

掲げる事業とする。 

 (1) IoT 等活用人材育成事業・副業人材活用事業 



 (2) IoT 等活用計画策定事業 

 (3) IoT 等本格導入推進事業 

 （補助対象経費、補助率及び補助限度額） 

第５条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとし、予算の範

囲内で交付するものとする。ただし、補助対象経費は申請年度内のものに限る。 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て

るものとする。 

３ 他団体からの助成金等の交付を受ける場合は、当該助成金等を充当する経費

については、補助対象経費に算入しないものとする。 

４ 第７条第１項の規定による交付決定がなされる前に着手した補助対象事業に

要する経費については、補助対象経費とすることはできない。  

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助申請者」という。）は、市

長が別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を添付し、四日市市中小企

業 IoT 等活用促進事業補助金交付申請書（第１号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

 (1) 四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金事業計画書（第２号様式） 

 (2) 四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金収支予算書（第３号様式） 

 (3) 企業の概要書（会社パンフレット等）  

 (4) 法人登記事項証明書 

 (5) 定款 

 (6) 市税完納証明書 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、１事業者につき１年度１回限りとする。ただし、第４条第１

号に掲げる事業を申請する事業者に限り、同一年度内において、同条第２号又

は第３号に掲げる事業について、それぞれ１回に限り申請することができる。 

 （交付決定） 

第７条 市長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及

び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付又は不交付の決定を行い、そ

の旨を四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付決定通知書（第４号様

式）又は四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金不交付決定通知書（第５

号様式）により補助申請者に通知するものとする。 



２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、本要綱

の目的を達成するために必要な条件を付することができる。  

 （計画変更） 

第８条 補助申請者は、補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更（軽微

な変更を除く。）をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しよ

うとする場合は、あらかじめ四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金計画変

更承認申請書（第６号様式）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がない

と認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における２０パーセ

ント以内の変更をいう。 

３ 市長は、第１項の計画変更承認申請書の提出があったときは、変更内容を審

査し、前条第１項の規定による決定を変更することができる。  

 （変更決定） 

第９条 市長は、前条第３項の規定により当該補助金の変更を承認したときは、

四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金変更決定通知書（第７号様式）

により補助申請者に通知するものとする。  

 （実績報告） 

第１０条 補助申請者は、補助対象事業が完了したとき（補助対象事業の中止又

は廃止の承認を受けたときを含む。）は、補助対象事業の完了の日から３０日を

経過した日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、四日市市中小

企業 IoT 等活用促進事業補助金実績報告書（第８号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。  

 (1) 四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金事業報告書（第９号様式）  

 (2) 四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金収支決算書（第１０号様式） 

 (3) 支出証拠書類（補助対象経費に係る契約書（契約を締結した場合に限る。）、

請求書、領収書（口座振替済通知書）等の写し。）  

 (4) 事業実施の成果物の写し又は実施状況が分かる写真、資料等 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合において、

その内容を審査し適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、四日



市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付確定通知書（第１１号様式）に

より補助申請者に通知するものとする。  

 （補助金の請求等） 

第１２条 補助申請者は、前条の規定により通知を受けたときは、四日市市中

小企業 IoT 等活用促進事業補助金請求書（第１２号様式。以下「請求書」と

いう。）により速やかに市長に補助金の交付の請求をしなければならない。  

２ 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。  

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金

の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ず

ることができる。 

 (1) 偽りその他の不正手段により、補助金の交付の決定を受けた場合  

 (2) 補助金を他の用途へ使用した場合 

 (3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反した場合  

 (4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したと認められる場合 

 （書類の整備） 

第１４条 補助申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整

備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後５年間、保管しておかなけ

ればならない。 

 （調査） 

第１５条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認

めたときは、補助申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。  

 （補助金の評価） 

第１６条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果に

ついて十分に検証するものとする。 

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止

その他の適切な措置を講じるものとする。  

 （その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （有効期限） 

２ この要綱は、第１４条の規定を除き、令和９年３月３１日限り、その効力を

失う。 

   附 則（令和２年３月３１日告示第１８０号） 

 この要綱は、令和２年４月 1 日から施行する。 

   附 則（令和２年７月９日告示第４０１号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（令和３年３月１８日告示第１１７号）  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正は、

告示の日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正） 

２ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱（令和３年四日市市告示第

１８２号）の一部を次のように改正する。  

改正後  

（押印の省略）  

第２条  次の 表 の 左 欄に掲 げる 要 綱の 規 定する 手続又 は様 式 のうち 、同表

の中欄 に掲げ る手 続 又は様 式につ いて は 、当該 要綱の 規定 に 関わら ず、

押印を 要しな いも の とする 。ただ し、 同 表の右 欄に掲 げる 条 件を満 たす

場合に限る。  

 要綱名  手続又は様式  備考   

 （略）   

 四日市市企業 OB 人材セン

タ ー ア ド バ イ ザ ー 事 業 実

（略）   



施要綱 (平成 29 年四日市市

告示第 212 号 )  

 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染

症 に 対 応 す る た め の 保 証

料 補 助 金 交 付 要 綱 (令 和 2

年四日市市告示第 108 号 )  

（略）   

 （略）   

 

 

改正前  

（押印の省略）  

第２条  次の 表の 左 欄に掲 げる要 綱の 規 定する 手続又 は様 式 のうち 、同表

中欄に 掲げる 手続 又 は様式 につい ては 、 当該要 綱の規 定に 関 わらず 、押

印を要 しない もの と する。 ただし 、同 表 右欄に 掲げる 条件 を 満たす 場合

に限る。  

 要綱名  手続又は様式  備考   

 （略）   

 四日市市企業 OB 人材セン

タ ー ア ド バ イ ザ ー 事 業 実

施要綱 (平成 29 年四日市市

告示第 212 号 )  

（略）   

 四日市市中小企業 I oT 等活

用 促 進 事 業 補 助 金 交 付 要

綱 (平成 30 年四日市 市告示

第 106 号 )  

第１号様式、第 ６号 様

式、第８ 号様式及び 第

１２号様式  

第 １ ２ 号 様 式 に つ

いては、署名 (法人

そ の 他 の 団 体 に あ

っ て は 、 代 表 者 の

署 名 ) を し た 場 合

 



に限る。  

 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染

症 に 対 応 す る た め の 保 証

料 補 助 金 交 付 要 綱 (令 和 2

年四日市市告示第 108 号 )  

（略）   

 （略）   

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別表（第５条関係）  

補助対象事

業 

補助対象経費 
補助率 

補助限度

額 項目 内訳 

第 4 条第 1 号

に 規 定 す る

事業 

(IoT 等 活 用

人 材 育 成 事

業・副業人材

活用事業) 

講座等参加

費 

補助 対象 事 業遂 行 のた めに

IoT 等の導入に必要な講座等

へ自社の社員等が参加する場

合の参加料 

1/2 以内 150 千円 

専門家依頼

経費 

補助対象事業遂行のために依

頼した専門家による IoT 等の

導入にかかる指導を受ける場

合に要する謝金 

副業人材等

の登用にか

かる謝金等 

補助対象事業遂行のために、

外部の副業人材等を活用して

社内のデジタル人材育成等を

行う場合に要する謝金、委託

料又は諸経費 

第 4 条第 2 号

に 規 定 す る

事業 

(IoT 等 活 用

計 画 策 定 事

業) 

コンサルテ

ィング委託

経費 

補助対象事業遂行のためにコ

ンサルティング会社等と締結

する、IoT 等の導入にかかるコ

ンサルティング委託契約に要

する委託料 2/3 以内 800 千円 

専門家依頼

経費 

補助対象事業遂行のために依

頼した専門家による IoT 等の

導入にかかる指導を受ける場

合に要する謝金 

第 4 条第 3 号

に 規 定 す る

事業 

(IoT 等 本 格

導 入 推 進 事

業) 

システム開

発委託費 

補助対象事業の実施に必要な

IoT 等の導入にかかるシステ

ムの開発及び設計にかかる委

託費または外注費 
2/3 以内 1,000 千円 

パッケージ

ソフト導入

補助対象事業のために使用さ

れる IoT 等の導入にかかるパ



費 ッケージソフトの導入に要す

る経費 

クラウドサ

ービスの導

入・初期費

用  

補助対象事業のために使用さ

れる IoT 等の導入にかかるク

ラウドコンピューティングの

利用に要する経費（ただし、

申請 年度 内 に要 す る経 費の

み） 

※機械装置に関する費用は除

く 

コンサルテ

ィング委託

経費 

補助対象事業遂行のためにコ

ンサルティング会社等と締結

する、IoT 等の導入にかかるコ

ンサルティング委託契約に要

する委託料 

専門家依頼

経費 

補助対象事業遂行のために依

頼した専門家による IoT 等の

導入にかかる指導を受ける場

合に要する謝金 

備考 

1 IoT 等の導入とは、次に掲げるものをいう。  

(1) IoT の導入（単に従来から行われている単独機械の自動化や工程内の生産管

理ソフトの導入にとどまらず、複数の機械等がネットワーク環境に接続され、

そこから収集される各種の情報・データを活用して、①監視（モニタリング）、

②保守（メンテナンスサービス）、③制御（コントロール）、④分析（アナライ

ズ）のいずれかを行うことをいう。） 

(2) AI（人工知能）の導入（人間の使う言語の理解や、データ・経験から論理的

な推論、学習を行うプログラムやソフトウェアを活用することで、IoT 機器等で

収集されたデータの分析等を行い、製造プロセスの効率化、製品品質の向上等

を図ることをいう。） 

(3) ビッグデータの導入（社会や市場に存在する質的・量的に膨大なデータから、

意味ある情報を抽出・分析し、製造プロセスの効率化、製品品質の向上等を図



ることをいう。） 

2 IoT 等の導入に必要な講座等とは、無線等通信に関するもの、データの収集・

蓄積・分析・活用等に関するもの、ソフトウェアやプログラムの開発・作成・活

用等に関するものその他の IoT 等に関する講座をいい、単なるパソコン操作の講

座は対象とならない。 

3 クラウドサービスの導入・初期費用の内訳に係る機械装置に関する費用は、サ

ーバー購入費、サーバー本体のレンタル費及びパソコン・タブレット端末・スマ

ートフォン購入費などの機器本体に関する費用をいう。 

4 副業人材等の選定及び当該人材の紹介を依頼する人材紹介事業者の選定に当

たっては、客観的かつ適切な人材確保を行うため、あらかじめ市と協議のうえ決

定するものとする。 


